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平成２５年度業務実績評価シート 

 

中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

第 2 国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する事項 

第 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  (総合評価項目) 

1.環境研究に関する業務  (総合評価項目) 

(1)環境研究の戦略的推進 (1)環境研究の戦略的な推進 Ａ：適切 第３期中期目標期間の環境研究の柱とな

る８つの研究分野について、一体的に、分野

間連携を図りつつ研究を推進している。国内

における連携として、独立行政法人、大学、

地方自治体環境研究所、民間企業等との間で

契約・協定等に基づく共同研究を十分に推し

進めるとともに、海外においても、重要な国

際研究活動や研究交流を主導的に推進して

いることは大いに評価される。さらに、環境

政策立案等への貢献度も高く、地球温暖化対

策や子どもの健康と環境に関する全国調査、

PM2.5 についての対応など、幅広く研究成果

や知見を提示することにより、社会に積極的

な貢献も果たしている。以上、国立環境研究

所の本来の役割を十分に意識して活動して

いることを高く評価する。今後とも、科学的

に着実な研究成果に基づいた政策提言を行

う研究機関としての機能が、さらに発揮でき

るように努力して欲しい。 

 国内外の環境研究の中核的機関として、

また、政策貢献型機関としての役割を果た

すべく、環境政策立案への貢献や技術・シ

ステムの社会実装につながる課題対応型

研究、分野横断型研究を重視しつつ、長期

的展望と環境政策への貢献の双方に立脚

した学際的かつ総合的で質の高い環境研

究を推進する。 

まず、環境研究の中核的研究機関とし

て、我が国が目指すべき脱温暖化社会、循

環型社会、自然共生型社会、安全が確保さ

れた社会の４つの社会を構築するための

地球環境研究分野、資源循環・廃棄物研究

分野などの環境研究の柱となる分野につ

いて、国内外の環境政策の動向及び環境研

究の動向を把握し、進めるべき環境研究の

方向性を示す。そのため、環境省と協働し

て国内外の環境関係機関や国際的プログ

ラム等と連携し、また研究の連携を具体化

するための中核的な役割を果たすことを

目指す。 

また、目指すべき研究の水準としては、

国内あるいは国際的な環境政策の立案、運

用等の科学的根拠として活用される科学

的データ・事実等を測定・把握し、解析し、

検証して科学的因果関係を明らかにすべ

く、幅広い環境研究の分野について重点化

を図りつつ総合的に最高水準の成果を出

していくことを目指す。 

以上を踏まえて、以下のように環境研究

を戦略的に推進する。 

国内外の環境研究の中核的機関として、

また、政策貢献型機関としての役割を果た

すべく、以下のように環境研究を戦略的に

推進する。 

国内外の環境研究の中核的機関として、

また、政策貢献型機関としての環境研究の

戦略的推進状況について、次の①から⑥の

視点で評価を行う。 

 

①環境研究の体系的推進 

 環境研究の中核的研究機関として、中長

期的視点に立って将来の環境研究の課題

①環境研究の体系的推進 

 環境研究の中核的研究機関として、中長

期的視点に立って将来の環境研究の課題

①環境研究の体系的推進 

  環境研究の柱となる８の研究分野につ

いて、対応する研究センターの研究体制の

①環境研究の体系的推進 

・８つの研究分野の研究体制の整備状況 

・基礎研究から課題対応型研究までの一体
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

を見通し、新たな環境研究の体系をその柱

となる研究分野で構成し、基礎研究から課

題対応型研究まで一体的に、分野間連携を

図りつつ推進する。また、環境研究の推進

とあわせて長期的な取組が必要な環境研

究の基盤整備を行う。 

を見通し、新たな環境研究の体系をその柱

となる研究分野で構成し、基礎研究から課

題対応型研究まで一体的に、分野間連携を

図りつつ推進する。また、環境研究の推進

とあわせて長期的な取組が必要な環境研

究の基盤整備を行う。 

下で基礎研究から課題対応型研究まで一

体的に、分野間連携を図りつつ推進する。

あわせて長期的な取組が必要な環境研究

の基盤整備を行う。 

的研究の推進、分野間連携の推進状況 

・環境研究の基盤整備の状況 

②課題対応型研究の推進 

 政策貢献を担う研究機関として、環境基

本計画、科学技術基本計画、推進戦略等を

踏まえ、特に社会や政策への貢献が急がれ

る課題や、環境科学技術面から取組の急が

れる課題等に対応するため、組織的に集中

して研究展開を図る課題対応型の研究プ

ログラムを推進する。 

②課題対応型研究の推進 

政策貢献を担う研究機関として、環境基

本計画、科学技術基本計画、「環境研究・

技術開発の推進戦略について」等を踏ま

え、特に社会や政策への貢献が急がれる課

題や、環境科学技術面から取組の急がれる

課題等に対応するため、組織的に集中して

研究展開を図る課題対応型の研究プログ

ラムを推進する。 

②課題対応型研究の推進 

 課題対応型の研究プログラムとして設

定した重点研究プログラム及び先導研究

プログラム、（２）に記載する推進体制の

下で組織的に集中して研究展開を図る。 

②課題対応型研究の推進 

・課題対応型研究の推進状況 

  

  ③災害と環境に関する研究 

災害と環境に関する研究に総合的に取

り組み、まず東日本大震災の被災地の復興

と環境創造に対して環境研究の面から貢

献し、もってその研究成果により大地震等

が生じた際の人や環境への被害の回復や

環境汚染対策等の環境政策に貢献できる

ようにする。 

③災害と環境に関する研究 

・災害と環境に関する研究への総合的な取

組状況 

  

③中核的研究機関としての連携機能の強

化 

 国内外の中核的研究機関としてこれま

でに構築してきた研究機関・研究者ネット

ワーク等の蓄積を活かし、内外の環境分野

の研究機関との連携を国環研のリーダー

シップにより戦略的に推進するための体

制を整備し、中核的研究機関としての機能

をさらに強化する。 

国内においては、他の研究機関等（独立

行政法人、大学、地方自治体環境研究機関、

民間企業等）との共同研究等を通じて、環

境研究全体の一層のレベルアップを図る。

このため、他機関の研究実施状況や成果に

係る情報を把握して、効果的な環境研究の

推進体制を構築し、外部競争的資金も活用

した共同プロジェクトなどの効率的な研

究の実施に努める。なお、温室効果ガスの

③中核的研究機関としての連携機能の強

化 

国内外の中核的研究機関としてこれま

でに構築してきた研究機関・研究者ネット

ワーク等の蓄積を活かし、内外の環境分野

の研究機関との連携を国環研のリーダー

シップにより戦略的に推進するための体

制を整備し、中核的研究機関としての機能

を更に強化する。 

国内においては、他の研究機関等（独立

行政法人、大学、地方自治体環境研究機関、

民間企業等）との共同研究等を通じて、環

境研究全体の一層のレベルアップを図る。

このため、他機関の研究実施状況や成果に

係る情報を把握して、効果的な環境研究の

推進体制を構築し、外部競争的資金も活用

した共同プロジェクトなどの効率的な研

究の実施に努める。なお、温室効果ガスの

④中核的研究機関としての連携機能の強

化 

ア．国内外の中核的研究機関としてこれま

でに構築してきた研究機関・研究者ネット

ワーク等の蓄積を活かし、内外の環境分野

の研究機関との連携を国環研のリーダー

シップにより戦略的に推進するための体

制を構築していく。 

イ．国内においては、他の研究機関等（独

立行政法人、大学、地方自治体環境研究機

関、民間企業等）との共同研究等を通じて、

環境研究全体の一層のレベルアップを図

る。このため、他機関の研究実施状況や成

果に係る情報を把握して、効果的な環境研

究の推進体制を構築し、外部競争的資金も

活用した共同プロジェクトなどの効率的

な研究の実施に努める。 

ウ．海外については、海外の研究者、研究

④中核的研究機関としての連携機能の強

化 

・他機関の研究実施状況や成果を把握し効

果的な環境研究の推進体制の構築状況 

・共同プロジェクトなどの効率的な研究の

実施状況 

・地球温暖化対策研究課題の他機関との重

複の排除及び連携強化の状況 

・海外の研究機関等との連携の推進状況 

・アジア地域における戦略的な研究展開の

状況 

  



3 
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影響評価、温室効果ガス削減効果等の地球

温暖化対策に向けた研究については、今後

とも他の研究機関の研究課題との重複の

排除を図りつつ、連携を強化するものとす

る。 

海外については、海外の研究者、研究機

関及び国際研究プログラムとの連携を推

進するとともに、国際的な研究活動、国際

研究交流、国際研究協力等に取り組む。 

影響評価、温室効果ガス削減効果等の地球

温暖化対策に向けた研究については、今後

とも他の研究機関の研究課題との重複の

排除を図りつつ、連携を強化するものとす

る。 

海外については、海外の研究者、研究機

関及び国際研究プログラムとの連携を推

進するとともに、国際的な研究活動、国際

研究交流、国際研究協力等に取り組む。特

に地球環境問題に関する研究や我が国と

密接な関係にあるアジア地域において、国

環研が中心となった戦略的な研究展開を

図る。 

機関及び国際研究プログラムとの連携を

推進するとともに、国際的な研究活動、国

際研究交流、国際研究協力等に取り組む。

特に地球環境問題に関する研究や我が国

と密接な関係にあるアジア地域において、

国環研が中心となった戦略的な研究展開

を図る。 

④環境政策立案等への貢献 

政策貢献型の研究機関として、国環研の

研究成果が、国内外の環境政策の立案や実

施、見直し等に貢献するよう、更なる取組

の強化を行う。そのため、環境政策の検討

に向けて、研究成果を積極的に提供、発信

するとともに、環境政策の決定に必要とな

る科学的な事項の検討への参加、関係審議

会等への参画を通じて幅広く貢献する。ま

た、研究分野ごとに研究成果と政策貢献と

の関係を把握し、政策貢献に関する評価の

仕組みを構築する。さらに、環境の状況等

に関する情報、環境研究・環境技術等に関

する情報を収集・整理し、提供する。当面

の課題として、地球環境モニタリングの推

進等により、温室効果ガス排出量の中長期

的な削減目標の達成のための地球温暖化

対策に関する計画の策定などの環境政策

の展開に資する科学的知見やデータの提

供等を行うほか「子どもの健康と環境に関

する全国調査」、化学物質のリスク評価等

の政策支援を的確に実施する。また、生物

多様性保全に関し、広域的な生物多様性の

状況の観測等の手法開発、生物多様性条約

の愛知目標の達成状況評価のためのデー

タの収集・提供等を行う。さらに、東日本

大震災からの復興に向けて、災害と環境に

関する研究、特に環境中へ放出された放射

④環境政策立案等への貢献 

政策貢献型の研究機関として、国環研の

研究成果が、国内外の環境政策の立案や実

施、見直し等に貢献するよう、さらなる取

組の強化を行う。そのため、環境政策の検

討に向けて、研究成果を積極的に提供、発

信するとともに、環境政策の決定に必要と

なる科学的な事項の検討への参加、関係審

議会等への参画等を通じて幅広く貢献す

る。また、研究分野ごとに研究成果と政策

貢献との関係を把握し、政策貢献に関する

評価の仕組みを構築する。更に、環境の状

況等に関する情報、環境研究・環境技術等

に関する情報を収集・整理し、提供する。

当面の課題として、温室効果ガス排出量の

中長期的な削減目標の達成のための地球

温暖化対策に関する計画の策定などの環

境政策の展開に資するよう、地球環境モニ

タリングの推進等により科学的知見やデ

ータの提供等を行うほか、「子どもの健康

と環境に関する全国調査」、化学物質のリ

スク評価等の政策支援を的確に実施する。

また、生物多様性保全に関し、広域的な生

物多様性の状況の観測等の手法開発、生物

多様性条約の愛知目標の達成状況評価の

ためのデータの収集・提供等を行う。さら

に、東日本大震災からの復興に向けて、災

害と環境に関する研究、特に環境中へ放出

⑤環境政策立案等への貢献 

ア．環境政策の検討に向けて、研究成果を

積極的に提供、発信するとともに、環境政

策の決定に必要となる科学的な事項の検

討への参加、関係審議会等への参画等を通

じて幅広く貢献する。 

イ．研究分野ごとに研究成果と政策貢献と

の関係を把握し、政策貢献に関して評価す

る仕組みの適切な実施を図る。 

ウ．環境の状況等に関する情報、環境研

究・環境技術等に関する情報を収集・整理

し、提供する。 

エ．特に、地球温暖化対策に関する計画の

策定などの環境政策の展開に資するよう、

地球環境モニタリングの推進等により科

学的知見やデータの提供等を行うほか、

「子どもの健康と環境に関する全国調

査」、化学物質のリスク評価等の政策支援

を的確に実施する。また、廃棄物の適正処

理を含む循環型社会の形成、生物多様性の

保全等の重要な政策目標に資する様々な

科学的知見やデータを提供し、政策に貢献

する。 

オ．東日本大震災からの復興や被災地の環

境創造を図る政策に貢献できるよう、災害

と環境に関する研究、特に環境中へ放出さ

れた放射性物質による汚染に関する研究

等を推進する。加えて、福島県環境創造セ

⑤環境政策立案等への貢献 

・関係審議会等への参画の状況 

・政策貢献に関する評価の実施状況 

・環境研究・環境技術等に関する情報収

集・整理・提供の状況 

・地球温暖化対策に関する環境政策の展開

に資する科学的知見・データ提供の状況 

・子どもの健康と環境に関する全国調査の

実施状況 

・化学物質のリスク評価等の政策支援の実

施状況 

・廃棄物の適正処理を含む循環型社会の形

成、生物多様性の保全等の重要な政策目標

に資する様々な科学的知見やデータの提

供の状況 

・激甚な震災を被った地域の復旧・貢献に

向けた研究面からの貢献状況 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

性物質による汚染に関する研究などを実

施する。加えて、福島県環境創造センター

（仮称）の設置・運営に向け、福島県と連

携して必要な検討・準備を行う。 

された放射性物質による汚染に関する研

究等を実施する。加えて、福島県環境創造

センター（仮称）の設置・運営に向け、福

島県と連携して必要な検討・準備を行う。 

ンター（仮称）の設置・運営に向け、福島

県等と連携して必要な検討・準備を行う。 

⑤研究環境の質の向上 

 研究費の適正かつ効果的な配分、外部研

究資金獲得能力の向上、研究空間の整備と

最適配分、人材育成等のための研修などを

更に充実させるほか、研究活動に役立つ情

報の収集・整理・提供などにより、研究者

が能力を最大限に発揮する研究環境を確

立する。 

また、公募と評価に基づき運営される所

内公募型研究を、分野間連携を重視しつつ

実施するなど、研究者の意欲及び能力を十

分に引き出す研究環境を充実させる。 

⑤研究環境の質の向上 

研究費の適正かつ効果的な配分、外部研

究資金獲得能力の向上、研究空間の整備と

最適配分、人材育成等のための研修などを

更に充実させるほか、研究活動に役立つ情

報の収集・整理・提供、「研究開発システ

ムの改革の推進等による研究開発能力の

強化及び研究開発等の効率的推進等に関

する法律」（平成２０年法律第６３号）（以

下「研究開発力強化法」という。）に基づ

く人材活用方針を積極的に運用すること

などにより、研究者が能力を最大限に発揮

する研究環境を確立する。 

また、公募と評価に基づき運営される所

内公募型研究を、分野間連携を重視しつつ

実施するなど、研究者の意欲及び能力を十

分に引き出す研究環境を充実させる。 

⑥研究環境の質の向上 

ア．研究者が能力を最大限に発揮する研究

環境を確立するため、研究費の適正かつ効

果的な配分、外部研究資金獲得能力の向

上、研究空間の整備と最適配分、人材育成

等のための研修などを更に充実させるほ

か、研究活動に役立つ情報の収集・整理・

提供、研究開発力強化法「研究開発システ

ムの改革の推進等による研究開発能力の

強化及び研究開発等の効率的推進等に関

する法律」（平成２０年法律第６３号）（以

下「研究開発力強化法」という。）に基づ

く人材活用方針を積極的に運用する。 

イ．また、公募と評価に基づき運営される

所内公募型研究を推進する。 

⑥研究環境の質の向上 

・研究費の適正かつ効果的な配分状況 

・外部研究資金獲得能力の向上に係る状況 

・研究空間の整備と最適配分の状況 

・人材育成等のための研修の状況 

・研究活動に役立つ情報の収集・整理・提

供の状況 

・所内公募型研究の実施状況 

  

(2)研究の構成  (総合評価項目) 

環境研究を体系的に推進するとともに、

重要な環境研究課題に対応するための研

究プログラム（課題対応型の研究プログラ

ム）を推進する。また、災害と環境に関す

る研究を行う。さらに、環境研究の基盤整

備を行う。 

環境研究を体系的に推進するとともに、

重要な環境研究課題に対応するための研

究プログラム（課題対応型の研究プログラ

ム）を推進する。また、災害と環境に関す

る研究を行う。更に、環境研究の基盤整備

を行う。 

環境研究を体系的に推進するとともに、

重要な環境研究課題に対応するための研

究プログラム（課題対応型の研究プログラ

ム）を推進する。また、災害と環境に関す

る研究を行う。さらに、環境研究の基盤整

備を行う。 

環境研究の体系的推進及び課題対応型

の研究プログラムの推進。また、災害と環

境に関する研究の実施及び環境研究の基

盤整備。 

  

①環境研究の柱となる研究分野 Ａ：適切 ８つの研究の柱のそれぞれにおいて活発

に質の高い研究が進められており、良好と判

断する。地球環境研究分野での IPCC 第５次

報告書への大きな貢献など各研究分野は着

実に成果を挙げ、外部研究評価委員会では平

均 4.2 と高い評価を得た。一方、各研究分野

の研究連携がより必要になってきており、そ

の為の仕組みである研究開発連携推進室等

の更なる強化が望まれる。大学などでの基礎

的な環境研究を社会実装に繋ぐのも国立環

境研究所の役割の１つなので、その方の連携

もより活発にして欲しい。この点で外部の研

究者を連携研究の中に位置付けたことは評

環境研究の柱となる８の研究分野を以

下のとおり設定する。これら研究分野にお

いて、基礎研究から課題対応型研究まで一

体的に推進するとともに、分野間の連携も

図りつつ実施し、目標の達成を図る。 

環境研究の柱となる８の研究分野を以

下のとおり設定する。これらを担う研究セ

ンターを設置し、基礎研究から課題対応型

研究まで一体的に推進するとともに、分野

間の連携も図りつつ実施する。第３期中期

目標期間中においては、別表１に示す研究

を実施し、目標の達成を図る。 

環境研究の柱となる８の研究分野を以

下のとおり設定し、これらを担う研究セン

ターにおいて、別表１のとおり基礎研究か

ら課題対応型研究まで一体的に、分野間連

携を図りつつ環境研究を推進し、目標の達

成を図る。 

以下の８つの研究分野の研究実施状

況・成果等 

(第三者の評価・意見を踏まえた評価) 

・地球環境研究分野 

・資源循環・廃棄物研究分野 

・環境リスク研究分野 

・地域環境研究分野 

・生物・生態系環境研究分野 

・環境健康研究分野 

・社会環境システム研究分野 

・環境計測研究分野 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

価できる。評価者の指摘・助言に対応して、

改善すべき点を分析し、今後も高い評価が得

られるよう邁進していただきたい。 

ア.地球環境研究分野 

 地球環境の現況の把握とその変動要因

の解明、それに基づく地球環境変動の将来

予測及び地球環境変動に伴う影響リスク

の評価、並びに地球環境保全のための対策

に関する調査・研究を実施する。 

ア.地球環境研究分野 

地球環境の現況の把握とその変動要因

の解明、それに基づく地球環境変動の将来

予測及び地球環境変動に伴う影響リスク

の評価、並びに地球環境保全のための対策

に関する調査・研究を実施する。以上によ

り、地球環境の保全に関して気候変動（地

球温暖化）をはじめとする問題解決に貢献

する。 

ア.地球環境研究分野    

イ.資源循環・廃棄物研究分野 

 社会経済活動に伴う物質の利用と付随

する環境負荷の実態解明及び将来展望、資

源性・有害性の両面からみた物質の評価・

管理手法の構築、並びに資源の循環的利

用、廃棄物・排水等の適正処理及び汚染さ

れた環境の修復・再生のための技術・シス

テムの開発、評価及び地域実装に関する調

査・研究を実施する。 

イ.資源循環・廃棄物研究分野 

 社会経済活動に伴う物質の利用と付随

する環境負荷の実態解明及び将来展望、資

源性・有害性の両面からみた物質の評価・

管理手法の構築、並びに資源の循環的利

用、廃棄物・排水等の適正処理及び汚染さ

れた環境の修復・再生のための技術・シス

テムの開発、評価及び地域実装に関する調

査・研究を実施する。以上により、循環型

社会形成のための資源の循環的・効率的な

利用と、廃棄物等の環境負荷の低減に貢献

する。 

イ.資源循環・廃棄物研究分野    

ウ.環境リスク研究分野 

 化学物質等の環境リスク要因の同定、曝

露経路及び動態の解明と曝露評価法、有害

性評価に資する機構解明と健康リスク評

価法、生態影響評価に資する機構解明、試

験方法及び生態リスク評価法並びに環境

リスクの評価と政策・管理に関する調査・

研究を実施する。 

ウ.環境リスク研究分野 

化学物質等の環境リスク要因の同定、曝

露経路及び動態の解明と曝露評価法、有害

性評価に資する機構解明と健康リスク評

価法、生態影響の評価に資する機構解明、

試験方法及び生態リスク評価法並びに環

境リスクの評価と政策・管理に関する調

査・研究を実施する。以上により、環境リ

スクの評価とそれに基づく管理による人

の健康の安全確保と生態系の保全に貢献

する。 

ウ.環境リスク研究分野    

エ.地域環境研究分野 

 アジアを中心とする海外及び国内にお

ける地域環境問題について、人間活動によ

る環境負荷と大気、水、土壌などの環境媒

体を通した人・生態系への影響等に関す

る、国を越境するスケールから都市スケー

エ.地域環境研究分野 

人間活動による環境負荷と大気、水、土

壌などの環境媒体を通した人・生態系への

影響等に関する、国を越境するスケールか

ら都市スケールまでの多様な空間で発生

する環境問題の理解と対策に関する研究

エ.地域環境研究分野    
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

ルまでの多様な空間で発生する環境問題

の理解と対策に関する研究とそれらの総

合化によって、地域環境問題の総合的かつ

実効的な解決策を見出し、適用して行くた

めの調査・研究を実施する。 

とそれらの総合化によって、地域環境問題

の総合的かつ実効的な解決策を見出し、適

用して行くための調査・研究を実施する。

以上により、アジアを中心とする海外及び

国内における地域環境問題の解決に貢献

する。 

オ.生物・生態系環境研究分野 

  地球上の多様な生物からなる生態系の

構造と機能及び構造と機能の間の関係、並

びに人間活動が生物多様性・生態系に及ぼ

す影響の解明に関する調査・研究を様々な

空間及び時間スケールで実施する。 

オ.生物・生態系環境研究分野 

  地球上の多様な生物からなる生態系の

構造と機能及び構造と機能の間の関係、並

びに人間活動が生物多様性・生態系に及ぼ

す影響の解明に関する調査・研究を様々な

空間及び時間スケールで実施する。以上に

より、生物多様性の保全と生態系サービス

の持続可能な利用の実現に貢献する。 

オ.生物・生態系環境研究分野    

カ.環境健康研究分野 

 環境汚染物質等の環境要因による健康

影響及びその発現機構の実験的研究によ

る解明と評価、簡易・迅速な曝露・影響評

価系の開発、並びに環境が健康にもたらす

影響の同定と要因の究明に関する疫学的

調査・研究を実施する。 

カ.環境健康研究分野 

 環境汚染物質等の環境要因による健康

影響及びその発現機構の実験的研究によ

る解明と評価、簡易・迅速な曝露・影響評

価系の開発、並びに環境が健康にもたらす

影響の同定と要因の究明に関する疫学的

調査・研究を実施する。以上により、環境

汚染物質等の環境要因による健康影響の

低減、未然防止に貢献する。 

カ.環境健康研究分野    

キ.社会環境システム研究分野 

 人間と環境を広く研究の視野に入れて、

社会経済活動と環境問題との関わりの解

明、環境と経済の調和した持続可能な社会

のあり方、並びにそれを実現するためのシ

ナリオ・ロードマップ及び対策・施策に関

する調査・研究を実施する。 

キ.社会環境システム研究分野 

 人間と環境を広く研究の視野に入れて、

社会経済活動と環境問題との関わりの解

明、環境と経済の調和した持続可能な社会

のあり方、並びにそれを実現するためのシ

ナリオ・ロードマップ及び対策・施策に関

する調査・研究を実施する。以上により、

環境問題の根源となる人間の社会経済活

動を持続可能なものにする環境と経済が

両立した社会への転換に貢献する。 

キ.社会環境システム研究分野    

ク.環境計測研究分野 

 環境の状態や変化を把握・監視するため

の環境計測・モニタリング手法や、環境ス

トレスに対する生体・生物応答の計測技術

の開発・高度化に関する調査・研究を実施

する。また、大量・多次元の計測データか

ら必要な環境情報を抽出するための情報

解析技術の開発・高度化に関する調査・研

ク.環境計測研究分野 

 環境の状態や変化を把握・監視するため

の環境計測・モニタリング手法や、環境ス

トレスに対する生体・生物応答の計測技術

の開発・高度化に関する調査・研究を実施

する。また、大量・多次元の計測データか

ら必要な環境情報を抽出するための情報

解析技術の開発・高度化に関する調査・研

ク.環境計測研究分野    
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

究を実施する。更に、化学分析精度管理手

法の改善や相互比較などによるデータ質

の評価、環境標準物質の調製と環境計測へ

の応用、並びに環境試料の保存や保存試料

の活用技術の開発に関わる調査・研究を実

施する。 

究を実施する。更に、化学分析精度管理手

法の改善や相互比較などによるデータ質

の評価、環境標準物質の調製と環境計測へ

の応用、並びに環境試料の保存や保存試料

の活用技術の開発等に関わる調査・研究を

実施する。以上により、環境保全の基盤と

なる計測データ質の保証と管理の充実、環

境計測技術等の革新的進展、新たな環境悪

化の懸念要因の発見やその評価等に貢献

する。 

 ②課題対応型の研究プログラム Ａ：適切 10 ある課題対応型プログラムの外部評価

は、全体としての平均が 4.1 と水準以上であ

る。なお、個々のプログラムの評点は地球温

暖化研究の 4.7 から化学物質評価・管理イノ

ベーション研究、流域圏生態系研究、持続可

能社会転換方策研究各プログラムの 3.8 まで

幅があるが、外部委員によるコメントに対し

てはしっかりした対応がプログラム内で検

討されており、全体としての戦略性を含め、

今後のさらなる進展を期待する。なお、プロ

グラムによっては内容がかなり細分化され

ているように見えるが、蛸壺化を避けるため

の工夫など、全体としての戦略性を考える必

要がある。 

 上記の分野の中で実施する、課題対応型

の研究プログラムは、第２期中期目標期間

の研究成果を踏まえつつ、緊急かつ重点的

な対応が求められている研究課題と、それ

以外の特に研究資源を集約して取り組む

べき研究課題とからなる次の１０の研究

プログラムとし、本計画策定時点で５年に

わたり実施すべきと考える課題を別表２

に示す。これらの研究プログラムについて

は、所内の連携を促進するとともに、国内

外の関連研究実施機関・研究者との連携の

もとに最大の成果を上げられるようにす

るため、それぞれにプログラム総括者を置

くとともに連携推進体制を整備し、目標の

達成を図る。 

 

＜緊急かつ重点的な研究課題：重点研究プ

ログラム＞ 

ア．地球温暖化研究プログラム 

イ．循環型社会研究プログラム 

ウ．化学物質評価・管理イノベーション研

究プログラム  

エ．東アジア広域環境研究プログラム 

オ．生物多様性研究プログラム 

 

＜次世代の環境問題に先導的に取り組む

研究課題：先導研究プログラム＞ 

カ．流域圏生態系研究プログラム 

キ．環境都市システム研究プログラム 

ク．小児・次世代環境保健研究プログラム 

課題対応型の研究プログラムは、第２期

中期目標期間の研究成果を踏まえつつ、緊

急かつ重点的な対応が求められている研

究課題と、それ以外の特に研究資源を集約

して取り組むべき研究課題とからなる次

の１０の研究プログラムとし、プログラム

総括者の下で別表２のとおり設定した方

向性、到達目標の達成を図る。 

 

＜緊急かつ重点的な研究課題：重点研究プ

ログラム＞ 

ア．地球温暖化研究プログラム 

イ．循環型社会研究プログラム 

ウ．化学物質評価・管理イノベーション研

究プログラム  

エ．東アジア広域環境研究プログラム 

オ．生物多様性研究プログラム 

 

＜次世代の環境問題に先導的に取り組む

研究課題：先導研究プログラム＞ 

カ．流域圏生態系研究プログラム 

キ．環境都市システム研究プログラム 

ク．小児・次世代環境保健研究プログラム 

ケ．持続可能社会転換方策研究プログラム 

コ．先端環境計測研究プログラム 

以下の研究プログラムの実施状況及び

成果等 

（第三者の評価・意見を踏まえた評価） 

・地球温暖化研究プログラム 

・循環型社会研究プログラム 

・化学物質評価・管理イノベーション研究

プログラム 

・東アジア広域環境研究プログラム 

・生物多様性研究プログラム 

・流域圏生態系研究プログラム 

・環境都市システム研究プログラム 

・小児・次世代環境保健研究プログラム 

・持続可能社会転換方策研究プログラム 

・先端環境計測研究プログラム 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

ケ．持続可能社会転換方策研究プログラム 

コ．先端環境計測研究プログラム 

②災害と環境に関する研究 ③災害と環境に関する研究 Ａ：適切 この研究課題は、放射性物質の環境汚染の

除去技術から、災害後の地域復興まで時間ス

ケールの異なる様々な課題を扱っており、ま

た多額の外部資金も投入されているので外

部からの期待も高い。従来ほとんど研究蓄積

が無かった課題も含め、短期間で具体的な成

果が出始めていることは高く評価できる。な

お、災害環境の研究を進展させるには研究所

内の連携だけでなく、多くの国内研究・行政

機関、さらには国際機関との密接な連携が必

要であるので、今後もより強固な連携体制で

臨んで欲しい。 

東日本大震災などの災害と環境に関す

る研究として、放射性物質に汚染された廃

棄物・土壌の処理処分技術の評価・開発や、

放射性物質の環境動態解明等に関わる調

査・研究を総合的・一体的に推進するとと

もに、福島県など他の機関との連携を図り

つつ実施し、目標の達成を図る。 

東日本大震災等の災害と環境に関する

研究として、放射性物質に汚染された廃棄

物等の処理処分技術・システムの確立や、

放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評

価、生物・生態系への影響評価、災害後の

地域環境の再生・創造等に関する調査・研

究を、研究体制を整備して総合的・一体的

に推進するとともに、福島県等他の機関と

の連携を図りつつ実施する。第３期中期目

標期間においては、別表３に示す研究を実

施し、目標の達成を図る。 

東日本大震災等の災害と環境に関する

研究として、放射性物質に汚染された廃棄

物・土壌の処理処分技術の評価・開発等や、

放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評

価、生物・生態系への影響評価、災害後の

地域環境の再生・創造等に関する調査・研

究を、研究体制を整備して総合的・一体的

に推進するとともに、福島県等他の機関と

の連携を図りつつ、別表３に示す研究を実

施し、目標の達成を図る。 

放射性物質に汚染された廃棄物等の処

理処分技術・システムの確立や、放射性物

質の環境動態解明、被ばく量の評価、生

物・生態系への影響評価、災害後の地域環

境の再生・創造等に関する調査・研究の推

進状況 

 

③環境研究の基盤整備 ④環境研究の基盤整備 Ａ：適切 環境研究の基盤整備として、温室効果ガス

の衛星・地上等モニタリング及びデータ管理

とエコチル調査の２つを主体としている。衛

星観測では GOSAT2 の打ち上げ計画が着実

に進展しており、この分野での世界のトップ

ランナーとして頑張って欲しい。また、エコ

チル調査は目標の 10 万人を達成でき、今後

の長期のデータ収集やその解析への基盤整

備ができている。これからのデータ解析や参

画機関の永続的な連携等、長期にわたり国立

環境研究所が積極的に関与し、その体制をし

っかりと構築されたい。 

 環境研究の推進とあわせて長期的な取

組が必要な環境研究基盤として、衛星によ

る温室効果ガスモニタリングを含めた地

球環境モニタリング等の環境の観測・解

析、環境試料の保存・提供、各種データベ

ース等の研究基盤を整備する。また、今期

から本格的に動き出す「子どもの健康と環

境に関する全国調査」について、環境省の

基本計画に基づくコアセンターとしての

調査の総括的な管理・運営を行う。 

また、中核的研究機関として国内外の環

境分野の研究機関と連携して研究を推進

する基盤を強化する。その際、長期モニタ

リング事業及び環境試料等の収集・保存に

ついては、平成２２年１２月２２日付け

「『独立行政法人国立環境研究所の主要な

事務及び事業の改廃に関する勧告の方向

性』における指摘事項を踏まえた見直し」

で示したところにより、必要な見直しを行

ったうえで、効果的、効率的に実施するも

のとする。 

長期的な取組が必要な環境研究の基盤

の整備事業として、別表３に示すとおり、

衛星による温室効果ガスモニタリングを

含む地球環境モニタリング等の環境の観

測・解析、環境試料の保存・提供、レファ

レンスラボ機能の整備、環境に関わる各種

データのデータベース化等を研究基盤と

して整備するとともに、今期から実施が本

格化する「子どもの健康と環境に関する全

国調査」について、環境省の基本計画に基

づくコアセンターの調査の総括的な管

理・運営を行う。 

また、中核的研究機関として国内外の環

境分野の研究機関と連携して研究を推進

する基盤を強化する。そのため、特に研究

連携を強化するための体制を構築し、アジ

ア地域等をはじめとした国際的な研究連

携事業、国際約束に基づく研究事業などを

行う。なお、長期モニタリング事業及び環

境試料等の収集・保存については、平成２

２年１２月２２日付け「『独立行政法人国

立環境研究所の主要な事務及び事業の改

廃に関する勧告の方向性』における指摘事

項を踏まえた見直し」で示されたところに

より、必要な見直しを行ったうえで、効果

的、効率的に実施する。 

環境研究の推進とあわせて長期的な取

組が必要な環境研究の基盤の整備事業と

して、別表４に示すとおり、衛星による温

室効果ガスモニタリングを含む地球環境

モニタリング等の環境の観測・解析、環境

試料の保存・提供、レファレンスラボ機能

の整備、環境に関わる各種データのデータ

ベース化等の研究基盤を整備するととも

に、「子どもの健康と環境に関する全国調

査」について、環境省の基本計画に基づく

コアセンターとしての調査の総括的な管

理・運営を行う。 

・地球環境モニタリング等の環境観測・解

析／環境資料の保存・提供／レファレンス

ラボ機能の整備、環境に関わる各種データ

ベース等の研究基盤の整備 

・子どもの健康と環境に関する全国調査の

コアセンターとしての管理運営状況 

・長期モニタリング事業及び環境試料等の

収集・保存についての効率的・効果的な取

り組みの状況 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

(3)研究成果の評価 Ａ：適切 研究評価と評価結果の公表、評価結果の反

映、評価の方法及び国際的有識者による評

価・助言のいずれも十分に検討し実施してい

る。特に幅広い知見を持った海外の学識者に

よる新たな評価・助言の仕組みとして、「国

際アドバイザリーボード」設置の準備を進め

たことは大いに評価できる。なお、第３期中

期計画も３年目になったので、研究成果の公

表も活発に行われているが、今回の論文解析

等を踏まえて内部及び外部評価の資料とし

て、公表論文のインパクト等の詳細な解析や

政策への貢献事例などについて、例えば研究

センター毎にまとめて見ることも各中期計

画毎には有用であろう。 

 国環研の研究評価実施要領に基づき研

究課題及び各研究分野の研究活動につい

ての評価を行い、その結果を研究活動に適

切にフィードバックする。 

具体的には、以下のとおり研究評価を実

施する。 

①研究評価は「国の研究開発評価に関する

大綱的指針」を踏まえ、国環研内における

内部研究評価を実施するとともに、外部専

門家を評価者とする外部研究評価を効率

的・効果的に実施し、その評価結果は公表

することとする。 

②評価結果は研究資源の配分等、業務運営

に適切に反映させる。 

③個別の研究課題ごとの研究評価におい

ては、研究の直接の結果（アウトプット）

とともに、国内外の環境政策への反映、環

境研究への科学的貢献等、得るべき成果

（アウトカム）についても評価する。 

④研究評価の方法は、本中期目標の趣旨を

踏まえ、ア．科学的、学術的な観点、イ．

環境問題の解明・解決への貢献度、ウ．環

境行政や国際的な貢献度等の観点から、合

理的な指標を定め、総合的に評価する方法

を設定する。 

 国環研の研究評価実施要領に基づき研

究課題及び各研究分野の研究活動につい

ての評価を行い、その結果を研究活動に適

切にフィードバックする。 

具体的には、以下のとおり研究評価を実

施する。 

①研究評価は「国の研究開発評価に関する

大綱的指針」を踏まえ、国環研内における

内部研究評価を実施するとともに、外部専

門家を評価者とする外部研究評価を効率

的・効果的に実施しその評価結果は公表す

ることとする。 

②評価結果は研究資源の配分等、業務運営

に適切に反映させる。 

③個別の研究課題ごとの研究評価におい

ては、研究の直接の結果（アウトプット）

とともに、国内外の環境政策への反映、環

境研究への科学的貢献等、得るべき成果

（アウトカム）についても評価する。 

④研究評価の方法は、ア．科学的、学術的

な観点、イ．環境問題の解明・解決への貢

献度、ウ．環境行政や国際的な貢献度等の

観点から、合理的な指標を定め、総合的に

評価する方法を設定する。 

独立行政法人国立環境研究所（以下「国

環研」という。）の研究評価実施要領に基

づき研究課題及び各研究分野の研究活動

についての評価を行い、その結果を研究活

動に適切にフィードバックする。 

具体的には、以下のとおり研究評価を実

施する。 

①研究評価は「国の研究開発評価に関する

大綱的指針」を踏まえ、国環研内における

内部研究評価を実施するとともに、外部専

門家を評価者とする外部研究評価を効率

的・効果的に実施しその評価結果は公表す

ることとする。 

②評価結果は研究資源の配分等、業務運営

に適切に反映させる。 

③研究評価においては、研究の直接の結果

（アウトプット）とともに、国内外の環境

政策への反映、環境研究への科学的貢献

等、得るべき成果（アウトカム）について

も評価する。 

④研究評価の方法は、ア．科学的、学術的

な観点、イ．環境問題の解明・解決への貢

献度、ウ．環境行政や国際的な貢献度等の

観点から総合的に評価する。 

また、海外から適切な有識者を招へい

し、関連研究センターや研究所全般の活動

について評価・助言を得る。 

・国環研内における内部研究評価の実施及

び結果の公表状況 

・外部専門家による外部研究評価の実施及

び結果の公表状況 

・評価結果の研究資源の配分等、業務運営

への的確な反映状況 

・アウトプットとともにアウトカムについ

ての評価状況 

・海外の有識者からの評価・助言の状況 

 

2.環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 Ａ：適切 環境情報の体系的な収集を行って、年度目

標の 2,000件を超える 2,753件のメタデータ

を収集・整理・提供することができた。また、

国内の各地域における環境状況を視覚的に

把握できる環境 GIS など、環境展望台のコン

テンツは極めて豊富で有用である。今後も利

用者ニーズを踏まえてコンテンツの更なる

充実を図っていただきたい。 

 国民の環境問題に関する理解を深める

とともに、国等の環境政策及び企業、民間

による自主的な環境保全に関する取組を

支援するため、様々な種類の環境情報をイ

ンターネット等を通じて効果的また統合

的に利用できる情報基盤の整備・運用を行

う。 

その際、利用者が必要な情報にたどり着

きやすいよう、提供する情報の相互運用性

の向上を図るなど情報基盤の機能を充実

させ、環境研究機関等との連携に配慮する

とともに、利用者の身近な環境情報の収

 国民の環境問題に関する理解を深める

とともに、国等の環境政策及び企業、民間

による自主的な環境保全に関する取組を

支援するため、様々な種類の環境情報をイ

ンターネット等を通じて効果的また統合

的に利用できる情報基盤の整備・運用を行

う。 

その際、利用者が必要な情報にたどり着

きやすいよう、提供する情報の相互運用性

の向上を図るなど情報基盤の機能を充実

させ、環境研究機関等との連携に配慮する

とともに、利用者の身近な環境情報の収

国民の環境問題に関する理解を深める

とともに、国等の環境政策及び企業、民間

による自主的な環境保全に関する取組を

支援するため、様々な種類の環境情報をイ

ンターネット等を通じて効果的また統合

的に利用できる情報基盤の整備・運用を行

う。 

その際、利用者が必要な情報にたどり着

きやすいよう、提供する情報の相互運用性

の向上を図るなど情報基盤の機能を充実

させ、環境研究機関等との連携に配慮する

とともに、利用者の身近な環境情報の収
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

集・活用について検討するなど双方向コミ

ュニケーションの充実に留意する。 

本業務の目標を達成するために、次のと

おり、重点的・体系的に業務を実施するこ

ととし、５年間で新たに１０，０００件の

情報源情報（メタデータ）を収集･整理し、

提供することを目指す。 

集・活用について検討するなど双方向コミ

ュニケーションの充実に留意する。 

本業務の目標を達成するために、次のと

おり、重点的・体系的に業務を実施するこ

ととし、５年間で新たに１０，０００件の

情報源情報（メタデータ）を収集･整理し、

提供することを目指す。 

集・活用について検討するなど双方向コミ

ュニケーションの充実に留意する。 

本業務の目標を達成するために、次のと

おり、重点的・体系的に業務を実施するこ

ととし、平成２５年度は、新たに２，００

０件の情報源情報（メタデータ）を収集･

整理し、提供することを目指す。 

(1)環境の状況等に関する情報の提供   

 我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質

等の環境の状況に関するデータ及び環境

指標・環境統計等、行政機関等により収集

された基礎データを広く収集・整理し、

様々な利用に対応できるデータとして取

りまとめるとともに、地理情報システム

（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限

り分かりやすい方法で提供する。 

 我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質

等の環境の状況に関するデータ及び環境

指標・環境統計等、行政機関等により収集

された基礎データを広く収集・整理し、

様々な利用に対応できるデータとして取

りまとめるとともに、地理情報システム

（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限

り分かりやすい方法で提供する。 

我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質

等の環境の状況に関するデータ及び環境

指標・環境統計等、行政機関等により収集

された基礎データを広く収集・整理し、

様々な利用に対応できるデータとして取

りまとめるとともに、地理情報システム

（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限

り分かりやすい方法で提供する。 

・環境の状況に関するデータ及び環境指

標・環境統計等の収集・整理・とりまとめ

の状況 

・地理情報システム（ＧＩＳ）を活用する

などした、分かりやすい方法での提供の状

況 

  

(2)環境研究・環境技術等に関する情報提供 (2)環境研究・環境技術等に関する情報の提供   

 環境研究・環境技術の動向、環境技術の

解説、競争的資金などの支援情報その他の

環境研究・環境技術に関する情報等を収

集・整理し、提供する。提供に当たっては、

関連情報へのリンクを提供するなど、多角

的で分かりやすい情報の提供に留意する。 

 環境研究・環境技術の動向、環境技術の

解説、競争的資金などの支援情報その他の

環境研究・環境技術に関する情報を収集・

整理し、提供する。提供に当たっては、関

連情報へのリンクを提供するなど、多角的

で分かりやすい情報の提供に留意する。 

 上記のほか、国民の環境保全活動の推進

等に資するため、環境保全に係る動向等に

関する情報を収集・整理し、提供する。 

環境研究・環境技術の動向、環境技術の

解説、競争的資金などの支援情報その他の

環境研究・環境技術に関する情報を収集・

整理し、提供する。提供に当たっては、関

連情報へのリンクを提供するなど、多角的

で分かりやすい情報の提供に留意する。 

上記（１）、（２）のほか、国民の環境保

全活動の推進等に資するため、環境保全に

係る動向等に関する情報を収集・整理し、

提供する。 

・環境研究・環境技術の動向、環境技術の

解説、競争的資金などの支援情報その他の

環境研究・環境技術に関する情報等の収

集・整理・提供の状況 

・環境保全に係る動向等に関する情報の収

集・整理・提供の状況 

  

3.研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進  (総合評価項目) 

(1)研究成果の提供等 Ａ：適切 国民の環境問題に対する関心の高まりと

ともに、最新の研究成果の公表や環境情報の

提供の重要性が増している中、論文発表、学

会発表、インターネットを通じた情報提供も

積極的に行っている。査読付き発表論文数、

誌上発表件数及び口頭発表件数は、いずれも

第２期中期目標期間の年平均値を上回って

いる。さらに幅広い分野で質の良い論文を発

表していることは、順調な成果発表がなされ

ていると評価でき、ホームページは見やすく

リニューアルを行うことにより、21％も利用

件数が増えたことも評価に値する。 

国民の環境保全に対する関心を高める

とともに、環境問題に関する科学的理解と

研究活動への理解を増進するため、インタ

ーネット、プレスリリース、公開シンポジ

ウム等を通じ、研究活動や研究成果の積極

的な発信に努める。その際、環境研究の専

門的知識を持たない主体に対しても、分か

りやすく、かつ正確な発信に努めるととも

に、特に、政策貢献型の研究機関として国

環研が果たしている役割や、研究成果と環

境政策との関連性等の情報発信を強化す

る。 

国民の環境保全に対する関心を高める

とともに、環境問題に関する科学的理解と

研究活動への理解を増進するため、インタ

ーネット、プレスリリース、公開シンポジ

ウム等を通じ、研究活動や研究成果の積極

的な発信に努める。その際、政策貢献型の

研究機関として、国環研の果たしている役

割や、研究成果と環境政策との関連性等の

情報を含めつつ、環境研究の専門的知識を

持たない主体に対しても、分かりやすく、

かつ正確な発信に努める。 

広報活動については、職員の広報に対す

国民の環境保全に対する関心を高める

とともに、環境問題に関する科学的理解と

研究活動への理解を増進するため、インタ

ーネット、プレスリリース、公開シンポジ

ウム等を通じ、研究活動や研究成果の積極

的な発信に努める。その際、政策貢献型の

研究機関として、国環研の果たしている役

割や、研究成果と環境政策との関連性等の

情報を含めつつ、環境研究の専門的知識を

持たない主体に対しても、分かりやすく、

かつ正確な発信に努める。 

広報活動については、職員の広報に対す

・インターネット、プレスリリース、公開

シンポジウム等を通じ、研究活動や研究成

果の積極的な発信状況 

・政策貢献型の研究機関として国環研が果

たしている役割や、研究成果と環境政策と

の関連性等の情報発信の強化状況 

・職員の広報に対する意識の向上の状況 

・広報・成果普及等業務計画に基づく実施

状況 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

広報活動については、職員の広報に対す

る意識の向上を図るとともに、広報・成果

普及等業務計画を策定し計画に基づき実

施する。その際、広報内容と利用者のニー

ズ等を考慮し、経費削減の観点を加えつ

つ、効率的・効果的な広報媒体を選択する。

さらに、地域社会に根ざした法人としての

役割と責任を踏まえた広報活動にも心が

ける。これらの広報活動については、外部

専門家の意見も聴取しつつ、より効果的な

ものとなるように努める。 

具体的には、以下により研究活動・研究

成果に関する情報を幅広く提供する。 

る意識の向上を図るとともに、年度ごとに

策定する広報・成果普及等業務計画に基づ

き実施する。その際、広報内容と利用者の

ニーズ等を考慮し、経費削減の観点を加え

つつ、効率的・効果的な広報媒体を選択す

る。更に、地域社会に根ざした法人として

の役割と責任を踏まえた広報活動にも心

がける。これらの広報活動については、外

部専門家の意見も聴取しつつ、より効果的

なものとなるように努める。 

具体的には、以下により研究活動・研究

成果に関する情報を幅広く提供する。 

る意識の向上を図るとともに、平成２５年

度広報・成果普及等業務計画に基づき実施

する。その際、広報内容と利用者のニーズ

等を考慮し、経費削減の観点を加えつつ、

効率的・効果的な広報媒体を選択する。更

に、地域社会に根ざした法人としての役割

と責任を踏まえた広報活動にも心がける。

これらの広報活動については、外部専門家

の意見も聴取しつつ、より効果的なものと

なるように努める。 

具体的には、以下により研究活動・研究

成果に関する情報を幅広く提供する。 

①発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 

個別の研究成果の発表について、第３期

中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌

上発表件数及び口頭発表件数を、それぞれ

第２期中期目標期間中と同程度に確保す

る。 

①発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 

個別の研究成果の発表について、第３期

中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌

上発表件数及び口頭発表件数を、それぞれ

第２期中期目標期間中と同程度に確保す

る。その際、国内外の学会等で高い評価を

得るなど、学術的・社会的貢献の観点から

質の高い研究成果の発信に努める。 

①発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 

個別の研究成果の発表について、平成２

５年度の査読付き発表論文数、誌上発表件

数及び口頭発表件数を、それぞれ第２期中

期目標期間中の年平均と同程度に確保す

る。その際、国内外の学会等で高い評価を

得るなど、学術的・社会的貢献の観点から

質の高い研究成果の発信に努める。 

・発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進

状況(第 2 期中期目標期間中の年平均と同

程度を確保する） 

  

②マスメディアを通じた研究成果等の普

及 

 研究活動や研究成果に関する正確で、興

味深い情報をタイムリーに、マスメディア

を通じて積極的に発信するとともに、マス

メディアを対象とした定期的な勉強会等

の開催に努める。 

②マスメディアを通じた研究成果等の普

及 

研究活動や研究成果に関する正確で、興

味深い情報をタイムリーに、マスメディア

を通じて積極的に発信する。 

なお、研究成果等が実際に掲載・放映さ

れ易くするためには、マスコミ関係者が国

環研に関心を持つことも重要であること

から、マスメディアを対象とした定期的な

勉強会等の開催に努める。 

これらの情報発信に関しては、第３期中

期目標期間中のプレスリリース件数の合

計数を、第２期中期目標期間中合計数を上

回ることを目指す。更に、プレスリリース

の内容については、研究成果の発表件数が

第２期中期目標期間中のそれを上回るこ

とを目指す。 

②マスメディアを通じた研究成果等の普

及 

研究活動や研究成果に関する正確で、興

味深い情報をタイムリーに、マスメディア

を通じて積極的に発信する。 

なお、研究成果等が実際に掲載・放映さ

れ易くするためには、マスコミ関係者が国

環研に関心を持つことも重要であること

から、マスメディアを対象とした定期的な

勉強会等の開催に努める。 

これらの情報発信に関しては、平成２５

年度のプレスリリース件数の合計数を、第

２期中期目標期間中の年平均数を上回る

ことを目指す。更に、プレスリリースの内

容については、研究成果の発表件数が第２

期中期目標期間の年平均のそれを上回る

ことを目指す。 

・研究活動や研究成果をマスメディアを通

じて積極的に発信（第２期中期目標期間中

の年平均を上回る） 

・マスメディアを対象とした勉強会等の開

催状況 

  

③インターネット等を通じた研究成果等

の普及 

 ホームページ等による情報発信に重点

③インターネット等を通じた研究成果等

の普及 

一般国民が手軽に国環研を知ることが

③インターネット等を通じた研究成果等

の普及 

一般国民が手軽に国環研を知ることが

・ホームページを活用した最新の動向の正

確かつ迅速な発信 

・利用者が必要とする情報に効率的にアク

  



12 

 

中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

化して研究所の最新の動向を正確かつ迅

速に発信するとともに、利用者が必要とす

る情報に効率的にアクセスできるよう、ホ

ームページの機能強化に努める。また、利

用者のニーズを踏まえつつ、刊行物等の広

報手段を活用し、研究活動・研究成果の解

説・普及に努める。 

できる有効な手段の一つであるホームペ

ージの役割を踏まえ、研究所の最新の動向

を正確かつ迅速に発信するとともに、利用

者が必要とする情報に効率的にアクセス

できるよう、ホームページの機能強化に努

める。また、研究活動支援及び社会貢献の

観点から、研究者向けの有用なデータや、

社会的に関心の高いテーマについて、関連

情報の提供に努める。更に、刊行物等の

様々な広報手段を活用し、研究活動・研究

成果の解説・普及に努める。 

できる有効な手段の一つであるホームペ

ージの役割を踏まえ、研究所の最新の動向

を正確かつ迅速に発信するとともに、利用

者が必要とする情報に効率的にアクセス

できるよう、ホームページの機能強化に努

める。また、研究活動支援及び社会貢献の

観点から、研究者向けの有用なデータや、

社会的に関心の高いテーマについて、関連

情報の提供に努める。更に、刊行物等の

様々な広報手段を活用し、研究活動・研究

成果の解説・普及に努める。 

セスできるよう、ホームページの機能強化 

・研究活動支援及び社会貢献の観点からの

関連情報の提供、刊行物等の広報手段を活

用した研究活動・研究成果の解説・普及 

(2)研究成果の活用促進 Ａ：適切 教育や研究のリソースとして環境標準物

質や微生物保存株等を外部研究機関へ分譲

していること、また産官学交流の促進などに

努めていることは評価できる。なお、特許権

に関しては 22 年度以降殆ど収入がない。企

業との共同出願が多いが、企業側との特許の

仕分けに問題はないか、知的財産審査委員会

等によるしっかりした審査が必要ではない

か。 

研究基盤としてのデータベースや保存

試料などの外部研究機関等への提供や、産

学官交流の促進、アジア地域等での環境産

業育成を図る政策展開との連携等を通じ

て、研究成果の活用促進に努める。知的財

産については、財務の効率化及び権利化後

の実施の可能性を重視して、研究所が保有

する特許権等を精選し活用を図る。 

 研究基盤としてのデータベースや保存

試料などの外部研究機関等への提供や、産

学官交流の促進等を通じて、研究成果の活

用促進に努める。知的財産については、財

務の効率化及び権利化後の実施の可能性

を重視して、研究所が保有する特許権等を

精選し活用を図る。 

また、アジア地域等をはじめとした国際

的な研究事業については、産官学の連携の

下でアジア等の環境産業の育成を図ろう

とする政策展開と連携して、研究成果を社

会実装に反映できるようにすることを念

頭に置きつつ推進する。 

研究基盤としてのデータベースや保存

試料などの外部研究機関等への提供や、産

学官交流の促進等を通じて、研究成果の活

用促進に努める。知的財産については、財

務の効率化及び権利化後の実施の可能性

を重視して、研究所が保有する特許権等を

精選し活用を図る。 

また、アジア地域等をはじめとした国際

的な研究事業については、産官学の連携の

下でアジア等の環境産業の育成を図ろう

とする政策展開と連携して、研究成果を社

会実装に反映できるようにすることを念

頭に置きつつ推進する。 

・研究基盤としてのデータベースや保存試

料などの外部研究機関等への提供状況 

・産学官交流の促進を通じての研究成果の

活用促進状況 

・アジア地域等での環境産業育成を図る政

策展開との連携等を通じての研究成果の

活用促進状況 

・研究所が保有する特許権等の精選・活用

状況 

 

(3)社会貢献活動の推進 Ａ：適切 国立環境研究所が独自に行っている夏の

大公開の参加者は着実に増加しているのに

対し、最近では一般見学者の件数や人数は減

少傾向であるが、所員の負担を考えると、広

報的な活動としてこのような形態が望まし

いと考えられる。また、国内外において地球

温暖化を始めとする様々なワークショッ

プ・シンポジウムの開催を独自にあるいは他

機関との共催で行っており、得られた知見や

情報の共有化に努力している。さらに、環境

教育に関しても、高校生等を対象にサイエン

スキャンプなどの活動や出前レクチャーを

地域と連携して進めており、適切な社会貢献

活動が図られている。 

研究成果の国民への普及・還元を通じ

て、社会貢献に一層努める。具体的には成

果発表会・公開シンポジウムの開催（年１

回以上）、一般の国民を対象とした見学会

の積極的な実施と対応及び普及啓発、並び

に各種のシンポジウム、ワークショップ等

の実施や参画を通じた成果の分かりやす

い説明及び環境教育活動への取組を一層

進める。見学対応においては、展示内容や

展示方法を工夫しつつ、わかり易く興味を

持てる説明に努める。 

研究成果の国民への普及・還元を通じ

て、社会貢献に一層努める。具体的には、

以下の取組を推進する。 

①研究成果の国民への普及・還元活動 

ア．公開シンポジウム(研究成果発表会)、

研究施設公開の実施 

公開シンポジウムや研究所施設の公開

イベントにおいて、最新の研究成果につい

て、研究者から直接国民にインパクトのあ

るメッセージを発信する。 

イ．各種イベント、プログラムへの参加 

シンポジウムやワークショップ等の開

催又は参加に努めるほか、環境省や地方公

共団体等とも連携し、環境保全を広く国民

や地域社会に訴えるイベントや、若い世代

研究成果の国民への普及・還元を通じ

て、社会貢献に一層努める。具体的には、

以下の取組を推進する。 

①研究成果の国民への普及・還元活動 

ア．公開シンポジウム、研究所の一般公開

の実施 

６月に開催予定の公開シンポジウム(研

究成果発表会)や４月及び７月に開催予定

の研究所の一般公開において、最新の研究

成果について、研究所・研究者から直接国

民にインパクトのあるメッセージを発信

する。 

イ．各種イベント、プログラムへの参加 

シンポジウムやワークショップ等の開

催又は参加に努めるほか、環境省や地方公

・研究成果の国民への普及・還元状況（公

開シンポジウム、研究施設公開、各種イベ

ント・プログラムへの参画、視察・見学者

への対応） 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

に環境研究の面白さを伝えるためのイベ

ントやプログラムにも積極的に参加する。 

ウ．研究所視察者・見学者の対応 

視察者・見学者の希望を十分把握した上

で、研究活動に支障のないよう留意しつ

つ、視察者・見学者が満足するような見学

コースの設定に努める。 なお、見学対応

においては、展示内容や展示方法を工夫し

つつ、わかり易く興味を持てる説明に努め

る。 

②環境教育及びさまざまな主体との連

携・協働 

ア．環境問題の解決のためには、社会構造

やライフスタイルの変革等国民の具体的

な行動に結びつけることが重要であるこ

とから、第１の２の環境情報の提供のほ

か、各種体験学習プログラム等の実施又は

参加により積極的な啓発活動・環境教育に

取り組む。 

イ．環境問題に取り組む国民やＮＧＯを含

む関係機関等に対して、適切な助言や必要

に応じて共同研究、講師派遣等を行うこと

により一層の連携・協働を図り、地域や社

会における環境問題の解決に貢献する。 

共団体等とも連携し、環境保全を広く国民

や地域社会に訴えるイベントや、若い世代

に環境研究の面白さを伝えるためのイベ

ントやプログラムにも積極的に参加する。 

ウ．研究所視察者・見学者の対応 

視察者・見学者の希望を十分把握した上

で、研究活動に支障のないよう留意しつ

つ、視察者・見学者が満足するような見学

コースの設定に努める。なお、見学対応に

おいては、研究所の研究内容が一覧できる

など展示内容や展示方法を工夫しつつ、わ

かり易く興味を持てる説明に努める。 

②環境教育及びさまざまな主体との連

携・協働 

ア．環境問題の解決のためには、社会構造

やライフスタイルの変革等国民の具体的

な行動に結びつけることが重要であるこ

とから、第１の２の環境情報の提供のほ

か、各種体験学習プログラム等の実施又は

参加により積極的な啓発活動・環境教育に

取り組む。 

イ．環境問題に取り組む国民やＮＧＯを含

む関係機関等に対して、適切な助言や必要

に応じて共同研究、講師派遣等を行うこと

により一層の連携・協働を図り、地域や社

会における環境問題の解決に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境教育及び環境保全の取組の推進状況

(積極的な啓発活動・環境教育の実施、環境

問題に取り組む国民や NGO 等への助言や

連携) 

第 3 業務運営の効率化に関する事項 第 2  業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  (総合評価項目) 

1.研究所の運営・支援体制の整備 Ａ：適切 理事長のリーダーシップのもとに福島支

部の開設に向け準備室を設け、人員の拡張を

図って新しい業務に対応するなど、変化しま

た増加する業務に対して的確に対処してい

る。また、総務部に人事課を新たに設置して、

人事管理機能の強化を図ったことも評価で

きる。コンプライアンスの徹底を図るため

に、体制の確認、法令に基づく届け出のチェ

ックに加えて、新たに研修会も行っており、

強化の姿勢が読み取れる。一方で、監査室が、

コンプライアンス遵守状況についてのモニ

タリングをどのように行っているかなど、運

用評価についての記述が不十分である。福島

支部に関してはまだ進行形なので、つくばで

 独立行政法人化の要請である効率化と

環境研究等の充実・強化の両立を図るた

め、次の諸点に留意しつつ、適切な体制の

確立を図る。 

（１）研究活動については、その内容につ

いて評価を行い、それを反映して研究プロ

グラムを構成する研究プロジェクトを見

直すなど、柔軟に運営する。 

（２）国内外の関係機関との連携を強化す

る。 

（３）コンプライアンス徹底、広報・アウ

トリーチ活動を強化する。 

なお、体制については、理事長の指揮の

 独立行政法人化の要請である効率化と

環境研究等の充実・強化の両立を図るた

め、研究推進体制とともに、効率的な運営

と研究支援を確保するための体制を構築

する。 

（１）研究活動については、その内容につ

いて評価を行い、それを反映して研究プロ

グラムを構成する研究プロジェクトを見

直すなど、柔軟に運営する。 

（２）環境情報の収集・整理・提供を担う

組織と、企画部・総務部を一つの部門に統

合し、運営の効率化と研究支援の強化を図

る。 

独立行政法人化の要請である効率化と

環境研究等の充実・強化の両立を図るた

め、以下の体制を構築する。なお、体制に

ついては、理事長の指揮のもと、絶えず検

討し、必要に応じ見直しを行う。 

（１）研究活動については、第１の１．に

記載した体制の下で推進するとともに、そ

の内容について評価を行い、それを反映し

て柔軟に運営する。 

（２）企画部・総務部・環境情報部が連携

し、運営の効率化と研究支援の強化を図

る。 

（３）つくばの国環研本構と福島県におけ

〈研究推進体制とともに、効率的な運営と

研究支援を確保するための体制整備の状

況〉 

・研究活動について評価を行い、それを反

映した研究運営 

・環境情報部・企画部・総務部が連携し、

運営の効率化と研究支援の強化 

・つくばの国環研本講と福島県における研

究拠点が連携して、効率的・効果的に研究

活動を進めるための体制の整備 

・国内外の関係機関との連携強化のための

体制の構築 

・コンプライアンス徹底のための体制、広
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

もと絶えず検討し、必要に応じ見直しを行

い、独立行政法人として効率的で自立した

運営が可能な組織とする。特に管理部門に

ついては、業務の見直し、業務分担の整理

等により業務の効率化を図る。 

（３）つくばの国環研本構と福島県におけ

る研究拠点が連携して、効率的・効果的に

研究活動を進めるための体制を構築する。 

（４）国内外の関係機関との連携強化のた

めの体制を構築する。 

（５）コンプライアンス徹底のための体

制、広報・アウトリーチ活動のための体制

を強化する。 

なお、体制については、理事長の指揮の

もと、絶えず検討し、必要に応じ見直しを

行い、独立行政法人として効率的で自立し

た運営が可能な組織とする。特に管理部門

については、業務の見直し、業務分担の整

理等により業務の効率化を図る。 

る研究拠点が連携して、効率的・効果的に

研究活動を進めるための体制整備を進め

る。 

（４）国内外の関係機関との連携強化のた

めの体制を構築する。 

（５）コンプライアンス徹底のための体

制、広報・アウトリーチ活動のための体制

を強化する。 

報・アウトリーチ活動のための体制を強化 の業務との連携の最適解が得られるよう必

要に応じて体制を見直すことが望まれる。福

島県環境創造センターでの共同調査・研究で

多くの実用的な成果が得られることを期待

したい。 

2.人材の効率的な活用 Ａ：適切 環境研究の中核的研究機関として、専門

的、技術的能力の向上を目指す取り組みが、

人材育成、人的資源の最適配置、研究者の登

用、活性化など、適切に行われている。また、

外部の研究者の登用、国内外の大学、研究機

関との研究者の交流などを積極的に行い、環

境研究の質の向上に努めている。アシスタン

トスタッフや高度技能専門員の年齢構成は

36 歳～50 歳が多く、特に高度技能専門員は

40 歳～50 歳が多く、20 歳～35 歳までの若

い年代層の雇用と育成が望まれる。ハラスメ

ント防止やメンタルヘルスのための研修は

今後も続けていただきたい。また、人事異動

の多い事務部門の専門性をどのように高め

るかも課題と思われる。 

（１）人的資源の最適配置を行うほか、優

れた研究者の登用、既存の人材の活性化・

有効活用などにより人事管理を行い、人材

の効率的活用を図る。各研究部門におい

て、専門的、技術的能力を維持・継承でき

る体制を構築する。 

（２）管理部門の事務処理能力の更なる向

上を図るため、研修会や関係するセミナー

への参加や高度技能専門員の積極的な活

用を図る。 

（３）職務業績評価については、本人の職

務能力の向上や発揮に資するよう、また、

国環研の的確な業務遂行に資するよう適

宜見直しを行う。また、学術論文の形にな

りにくい環境政策対応等の研究活動の実

績を適切に評価する。 

（１）人的資源の最適配置を行うほか、優

れた研究者の登用、既存の人材の活性化・

有効活用などにより人事管理を行い、人材

の効率的活用を図る。また、研究開発力強

化法に基づく人材活用方針を積極的に運

用するとともに、適宜内容の充実を図る。

各研究部門において、専門的、技術的能力

を維持・継承できる体制を構築する。 

（２）管理部門の事務処理能力の更なる向

上を図るため、研修会や関係するセミナー

への参加や高度技能専門員の積極的な活

用を図る。 

（３）職務業績評価については、本人の職

務能力の向上や発揮に資するよう、また、

国環研の的確な業務遂行に資するよう適

宜見直しを行う。また、学術論文の形にな

りにくい環境政策対応等の研究活動の実

績を適切に評価する。 

（１）人的資源の最適配置を行うほか、優

れた研究者の登用、既存の人材の活性化・

有効活用などにより人事管理を行い、人材

の効率的活用を図る。また、研究開発力強

化法に基づく人材活用方針を積極的に運

用するとともに、適宜内容の充実を図る。

各研究部門において、専門的、技術的能力

を維持・継承できる体制の構築を進める。 

（２）管理部門の事務処理能力の更なる向

上を図るため、研修会や関係するセミナー

への参加や高度技能専門員の積極的な活

用を図る。 

（３）職務業績評価については、本人の職

務能力の向上や発揮に資するよう、また、

国環研の的確な業務遂行に資するよう適

宜見直しを行う。 

（４）定年退職後の再雇用者の能力が十分

発揮できる方策を検討する。 

・人的資源の最適配置、優れた研究者の登

用、既存の人材の活性化・有効活用等の人

事管理の状況 

・管理部門における事務処理能力の向上状

況 

・職務業績評価の見直し状況 

・定年退職後の再雇用者の活用方策の検討

状況 

 

3.財務の効率化 Ａ：適切 財務面では、透明で適切な運用がなされて

いる。今後も引き続き、支出の削減に努めて

いただきたい。外部資金の獲得に関して、環

境研究総合推進費の総額が減っていること

もあり、減少傾向にあることは致し方ない

が、全体では増加傾向にある科学研究費等補

助金等も減少傾向にあり、結果として資金の

面で業務委託に依存する部分が多くなるこ

（１）国環研の環境研究の取組の強化への

要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運

営費交付金に係る業務費のうち、毎年度業

務経費については１％以上、一般管理費に

ついては３％以上の削減を目指す。なお、

一般管理費については、経費節減の余地が

ないか自己評価を厳格に行った上で、適切

（１）国環研の環境研究の取組の強化への

要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運

営費交付金に係る業務費（「衛星による地

球環境観測経費」及び「子どもの健康と環

境に関する全国調査経費」を除く。）のう

ち、毎年度業務経費については１％以上、

一般管理費については３％以上の削減を

（１）国環研の環境研究の取組の強化への

要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運

営費交付金に係る業務費（「衛星による地

球環境観測経費」及び「子どもの健康と環

境に関する全国調査経費」を除く。）のう

ち、業務経費については１％以上、一般管

理費については３％以上の削減を目指す。

〈財務の効率化の状況〉 

・予算の経済的な執行及び支出の削減状況

(第 3 期中期目標期間中に、運営費交付金に

係る業務費のうち、毎年度業務経費につい

ては 1％以上、一般管理費については 3％

以上の削減を行う) 

・国家公務員と比べた給与水準の状況の検
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

な見直しを行うものとする。 

給与水準については、国家公務員の給与

水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検証した上で、目

標水準・目標期限を設定してその適正化に

計画的に取り組むとともに、その検証結果

や取組状況を公表するものとする。 

また、総人件費についても、「簡素で効

率的な政府を実現するための行政改革の

推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 

号）に基づく平成 18 年度から５年間で

５％以上を基本とする削減等の人件費に

係る取組を平成 23 年度も引き続き着実に

実施するとともに、政府における総人件費

削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものと

する。 

（２）国環研の知的・物的能力を、業務に

支障のない範囲で、所外の関係機関等に対

して提供して収入を得ること等により、円

滑な財務運営の確保に努める。 

（３）契約については、「随意契約等見直

し計画（平成２２年４月策定）」等に基づ

き、原則として一般競争入札によるものと

し、契約の適正化を着実に実施するととも

に、内部監査や契約監視委員会等により取

組内容の点検・見直しを行う。 

 また、研究・開発事業等に係る調達につ

いては、他の独立行政法人の事例等をも参

考に、透明性が高く効果的な契約の在り方

を追求する。 

目指す。なお、一般管理費については、経

費節減の余地がないか自己評価を厳格に

行った上で、適切な見直しを行うものとす

る。 

給与水準については、国家公務員の給与

水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検証した上で、給

与改定に当たっては、引き続き、国家公務

員に準拠した給与規定の改正を行い、その

適正化に取り組むとともに、その検証結果

や取組状況を公表する。 

また、総人件費についても、簡素で効率

的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律（平成 18 年法律第 47 号）

に基づく平成 18 年度から５年間で５％以

上を基本とする削減等の人件費に係る取

組を 23 年度も引き続き着実に実施すると

ともに、政府における総人件費削減の取組

を踏まえ、厳しく見直すものとする。 

（２）国環研の知的・物的能力を、業務に

支障のない範囲で、所外の関係機関等に対

して提供して収入を得ること等により、円

滑な財務運営の確保に努める。 

（３）契約については、「随意契約等見直

し計画（平成２２年４月策定）」等に基づ

き、原則として一般競争入札によるものと

し、契約の適正化を着実に実施するととも

に、内部監査や契約監視委員会等により取

組内容の点検・見直しを行う。 

 また、研究・開発事業等に係る調達につ

いては、他の独立行政法人の事例等をも参

考に、透明性が高く効果的な契約の在り方

を追求する。 

なお、一般管理費については、経費節減の

余地がないか自己評価を厳格に行った上

で、適切な見直しを行うものとする。 

給与水準については、国家公務員の給与

水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検証した上で、給

与改定に当たっては、引き続き、国家公務

員に準拠した給与規定の改正を行い、その

適正化に取り組むとともに、その検証結果

や取組状況を公表する。 

また、総人件費についても、今後の政府

における総人件費削減の取組を踏まえ、厳

しく見直すものとする。 

（２）国環研の知的・物的能力を、業務に

支障のない範囲で、所外の関係機関等に対

して提供して収入を得ること等により、円

滑な財務運営の確保に努める。 

（３）契約については、「随意契約等見直

し計画（平成２２年４月策定）」等に基づ

き、原則として一般競争入札によるものと

し、契約の適正化を着実に実施するととも

に、内部監査や契約監視委員会等により取

組内容の点検・見直しを行う。 

 また、研究・開発事業等に係る調達につ

いては、他の独立行政法人の事例等をも参

考に、透明性が高く効果的な契約の在り方

を追求する。 

証結果 

・人件費の削減状況(政府における総人件費

削減の取組を踏まえ、厳しく見直し) 

・研究所の知的・物的能力の所外提供及び

その収入の確保状況 

・原則一般競争入札とする契約の適正化の

実施状況 

・内部監査・契約監視委員会等の点検・見

直しの状況 

・研究・開発事業等に係る調達について、

透明性が高く効果的な契約の実施状況 

とは、研究面でもトップの環境研究機関を目

指す研究所としてはあまり好ましいことで

は無いように思われる。科学的な基盤を固め

ながら政策に資する研究を行う方向で頑張

って欲しい。 

4.効率的な施設運用 Ａ：適切 環境放射性物質に関する研究に必要な施

設・設備の整備・拡張を行って研究の進展を

支えたほか、つくば地区の大型施設に関して

も今後の整備や管理運営を検討する検討会

を立ち上げるなど、研究施設の効果的な利用

に関しての見直しを行っている。大型施設に

ついては、引き続き検討し、今後の整理や管

理運営に反映していただきたい。また、福島

（１）研究施設の現状や利用状況を把握

し、施設の利用度のほか、本来業務に支障

のない範囲での有効利用可能性の多寡、効

果的な処分、経済合理性といった観点に沿

って、保有資産の保有の必要性について、

継続的に自主的な見直しを行う。なお、生

態系研究フィールドⅡについては、当該フ

（１）研究施設の現状や利用状況を把握

し、施設の利用度のほか、本来業務に支障

のない範囲での有効利用可能性の多寡、効

果的な処分、経済合理性といった観点に沿

って、保有資産の保有の必要性について、

継続的に自主的な見直しを行う。なお、生

態系研究フィールドⅡについては、当該フ

（１）研究施設の現状や利用状況を把握

し、施設の利用度のほか、本来業務に支障

のない範囲での有効利用可能性の多寡、効

果的な処分、経済合理性といった観点に沿

って、保有資産の保有の必要性について、

自主的な見直しを行う。（なお、生態系研

究フィールドⅡについては、当該フィール

・保有資産の保有の必要性の自主点検の状

況 

・生態系研究フィールドⅡの国庫納付の状

況（平成 27 年度目処） 

・研究施設の効率的利用・計画的な施設の

改修・保守管理の状況 
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ィールドで現在実施している研究が平成

27 年度を目途に終了することから、当該フ

ィールドにおける機能を国環研本構の敷

地内を含む他の場所に確保し、当該フィー

ルドについては、現在実施している研究が

終了した後、速やかに、国庫納付する。 

（２）研究体制の規模や研究内容に見合っ

た研究施設のスペースの再配分の方法を

見直すなどにより、研究施設の効率的な利

用の一層の推進を図るとともに、計画的な

施設の改修・保守管理を行う。 

ィールドで現在実施している研究が平成

27 年度を目途に終了することから、当該フ

ィールドにおける機能を国環研本構の敷

地内を含む他の場所に確保し、当該フィー

ルドについては、現在実施している研究が

終了した後、速やかに、国庫納付する。 

（２）研究体制の規模や研究内容に見合っ

た研究施設のスペースの再配分の方法を

見直すなどにより、研究施設の効率的な利

用の一層の推進を図るとともに、計画的な

施設の改修・保守管理を行う。 

ドで現在実施している研究が平成 27 年度

を目途に終了することから、当該フィール

ドにおける機能を国環研本構の敷地内を

含む他の場所に確保し、当該フィールドに

ついては、現在実施している研究が終了し

た後、速やかに、国庫納付する。） 

（２）研究体制の規模や研究内容に見合っ

た研究施設のスペースの再配分の方法を

見直すなどにより、研究施設の効率的な利

用の一層の推進を図るとともに、計画的な

施設の改修・保守管理を行う。 

県環境創造センターについては、引き続き、

福島県など関係機関と必要な整備・管理につ

いて、十分検討すること。 

5.情報技術等を活用した業務の効率化 Ａ：適切 業務の効率化、コスト削減を目指して、現

状を見直したことにより、実際のコスト削減

に結びついている。また、電子ジャーナルに

関しては経費の削減を図るため、高コストジ

ャーナルの論文単位での購入に切り替える

などの努力を行っている。情報セキュリティ

ーに関しては５回の研修や英語による研修

を行って全所的にその重要性の周知を図っ

ている。電子ジャーナルの利用に関しては、

引き続き、運用面の効率化と共に、他の研究

機関や大学等との連携による購読コスト削

減の検討も進めていただきたい。 

（１）各種業務の効率化に資するため、コ

ンピュータシステムに関する最適化計画

に基づくこれまでの取組を踏まえ、所内ネ

ットワークシステム及び人事・給与システ

ム、会計システム等の基幹システムの適切

な管理・運用を行う。 

（２）研究業務の効率化に資するため、研

究関連情報データベースを適切に運用す

る。 

（３）情報セキュリティポリシー及び実施

手順等に従い適切な情報セキュリティ対

策を進めるとともに、自己点検等の結果を

踏まえ、運用の適切な見直しを行う。さら

に、情報端末やソフトウェア資産等の集中

管理を進める。 

（１）各種業務の効率化に資するため、コ

ンピュータシステムに関する最適化計画

に基づくこれまでの取組を踏まえ、所内ネ

ットワークシステム及び人事・給与システ

ム、会計システム等の基幹システムの適切

な管理・運用を行う。 

（２）研究業務の効率化に資するため、以

下の取組を行う。 

ア．研究関連情報データベースを適切に運

用する。 

イ．研究に必要な文献等の効率的な入手と

利用管理のため、電子ジャーナルシステム

の利用を促進する。 

ウ．環境観測データに係るテレメータシス

テムを引き続き活用する。 

（３）情報セキュリティポリシー及び実施

手順等に従い適切な情報セキュリティ対

策を進めるとともに、自己点検等の結果を

踏まえ、運用の適切な見直しを行う。更に、

情報端末やソフトウェア資産等の集中管

理を進める。 

（１）各種業務の効率化に資するため、コ

ンピュータシステムに関する最適化計画

に基づくこれまでの取組を踏まえ、所内ネ

ットワークシステム及び人事・給与システ

ム、会計システム等の基幹システムの適切

な管理・運用を行う。 

（２）研究業務の効率化に資するため、以

下の取組を行う。 

ア．研究関連情報データベースを適切に運

用する。 

イ．研究に必要な文献等の効率的な入手と

利用管理のため、電子ジャーナルシステム

の利用を促進する。 

ウ．環境観測データに係るテレメータシス

テムを引き続き活用する。 

（３）情報セキュリティポリシー及び実施

手順等に従い適切な情報セキュリティ対

策を進めるとともに、自己点検等の結果を

踏まえ、運用の適切な見直しを行う。更に、

情報端末やソフトウェア資産等の集中管

理を進める。 

・所内ネットワークシステム及び人事・給

与システム、会計システム等の基幹システ

ムの管理・運用状況 

・研究関連情報データベースの運用状況 

・情報セキュリティ対策の推進・運用の適

切な見直状況 

・情報端末やソフトウェア資産等の集中管

理状況 

 

6.業務における環境配慮等 Ａ：適切 環境マネジメントシステムを着実に運用

し、電力消費量の抑制など、具体的な成果を

あげている。電力エネルギーに関しては、夏

のピークカットを平成 22 年度比で約８割に

抑制するなど年間での電力消費量について、

約 10％の削減を達成している。また、一般実

験排水の再利用等による床面積当たりの上

水使用量についても、大きな削減率となって

 業務に当たっては、物品及びサービスの

購入・使用並びに施設の整備及び維持管理

に際しての環境配慮を徹底するために、

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に

基づく政府の事務及び事業に関する温室

効果ガスの排出の抑制等のための実行計

画に定められた目標を踏まえ、その目標を

国環研は、我が国の環境研究の中核的機

関であることから、自らの業務における環

境配慮についても一層の徹底とともに、先

導的に環境負荷の低減を図ることとし、以

下の取組を推進する。 

（１）物品及びサービスの購入・使用に当

たっては、環境配慮を徹底する。その際、

業務における環境配慮についても一層

の徹底とともに、先導的に環境負荷の低減

を図るため、以下の取組を推進する。 

（１）物品及びサービスの購入・使用に当

たっては、環境配慮を徹底する。その際、

政府の「環境物品等の調達の推進に関する

基本方針」に示されている特定調達物品ご

・環境に配慮した物品及びサービスの購入

等の状況(政府の基本方針の判断基準を満

足する物品等を 100％調達) 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」

に基づく実行計画に定められる温室効果

ガスの排出抑制目標への対応状況(平成 13

年度比で 25％以上削減) 
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達成している状況の維持を図ることや、

「国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律」に基づく環境負荷の低減に

資する物品調達を進めること等により、電

気・ガス等の資源・エネルギー使用の削減、

廃棄物の減量化、リサイクル及び適正処理

の徹底、化学物質管理の強化に努めるなど

自主的な環境管理に積極的に取り組む。 

また、業務における環境配慮の成果を毎

年度取りまとめ、環境報告書として公表す

る。 

政府の「環境物品等の調達の推進に関する

基本方針」に示されている特定調達物品ご

との判断基準を満足する物品等を 100％調

達する。また、できる限り環境への負荷の

少ない物品等の調達に努めることとする。 

（２）温室効果ガスについては、一層の削

減を図ることとし、平成１３年度比で２

５％以上削減することを目標とする。 

（３）上水使用量については、これまでに

整備した実験廃水の構内での再利用施設

を引き続き活用する他、所内の給水装置を

調査し、可能な限り節水機器の導入を図る

ことで一層の使用量削減を目指す。 

（４）廃棄物の適正管理を進めるととも

に、廃棄物発生量については、リユースの

一層の推進を図るため、不要物の情報提供

を行う所内ネットワークシステムを使い

やすく改良する等、一層の廃棄物発生量の

削減を目指す。 

（５）施設整備や維持管理に際しての環境

負荷の低減の観点からの取組や、化学物質

の管理の強化、通勤に伴う環境負荷削減の

取組を奨励する等自主的な環境配慮の推

進に努める。 

（６）業務における環境配慮については、

所内に設置されている環境配慮の推進体

制の下、職員の協力を得つつ必要な対策を

進め、その成果を毎年取りまとめ環境報告

書として公表する。 

（７）また、国環研では国民の環境保全に

対する関心を高め、環境問題に関する科学

的理解と研究活動へ理解を増進するため、

研究活動・研究成果の積極的な発信に努め

ることとしているが、更に国民の環境配慮

の取組を増進させるために、国環研の業務

における環境配慮の取組・成果についても

同様に積極的な発信に努める。 

との判断基準を満足する物品等を 100％調

達する。また、できる限り環境への負荷の

少ない物品等の調達に努めることとする。 

（２）温室効果ガスについては、一層の削

減を図ることとし、平成１３年度比で２

５％以上削減することを目標とする。 

（３）上水使用量については、これまでに

整備した実験廃水の構内での再利用施設

を引き続き活用する他、所内の給水装置を

調査し、可能な限り節水機器の導入を図る

ことで一層の使用量削減を目指す。 

（４）廃棄物の適正管理を進めるととも

に、廃棄物発生量については、不要物の情

報提供を行う所内ネットワークシステム

を活用し、リユースの推進を図るなど一層

の廃棄物発生量の削減を目指す。 

（５）施設整備や維持管理に際しての環境

負荷の低減の観点からの取組や、化学物質

の管理の強化、通勤に伴う環境負荷削減の

取組を奨励する等自主的な環境配慮の推

進に努める。 

（６）業務における環境配慮については、

所内に設置されている環境配慮の推進体

制の下、職員の協力を得つつ必要な対策を

進め、その成果を毎年取りまとめ環境報告

書として公表する。 

（７）また、国民の環境配慮の取組を増進

させるために、国環研の業務における環境

配慮の取組・成果について積極的な発信に

努める。 

・上水使用量の削減状況 

・廃棄物発生量の削減状況 

・化学物質の管理強化等、自主的な環境配

慮の推進状況 

・環境配慮の成果(環境報告書)の作成・公

表状況 

おり、高く評価できる。なお、化学物質等の

適正な管理においては法規に従い、また使用

状況の自主調査を行うなど適切に行われて

いるが、有機溶媒等を多量に使用しているこ

とからリスク管理の面からも効果的な管理

や取扱いに関する教育を持続的に行って欲

しい。 

7.内部統制の推進 Ａ：適切 幹部会の運営見直しにより、研究推進に関

し、自由に意見交換する機会が設けられた。

業務運営全般については、所内各層での体制

の下に中期計画及び年度計画を遂行してい

 適切な内部統制を確保し、業務運営の適

正化・効率化を図るため、以下のとおり進

行管理を行う。 

適切な内部統制を確保し、業務運営の適

正化・効率化を図るため、以下のとおり進

行管理を行う。 

適切な内部統制を確保し、業務運営の適

正化・効率化を図るため、以下のとおり進

行管理を行う。 

・研究計画の作成・公表状況 

・研究責任者の研究内容の調整・進行管理

の実施状況 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

（１）研究の実施に当たっては、 毎年度

の研究計画を計画年度等の妥当性を精査

しつつ作成・公表するとともに、研究責任

者による進行管理に加えて、外部の専門家

の評価・助言を受け、研究所全体としてフ

ォローアップを行う。 

（２）業務運営については、毎年度、理事

長等によるユニット評価や業務実績報告

書の作成を通じた自己点検を行い、その結

果を翌年度の業務に反映するなど、業務運

営の改善を促進する。 

（３）理事会に加え、ユニット長会議や研

究評価委員会を定期的に開催し、適切な進

行管理を行う。 

（４）社会的信頼に応える良質な業務運営

管理の確保するため、コンプライアンス基

本方針に基づく取組を進めるとともに、監

査結果を一層適切に活用する。特にコンプ

ライアンス委員会において、その体制の強

化や取組状況のフォローアップを行う。 

（１）研究の実施に当たっては、毎年度の

研究計画を計画年度等の妥当性を精査し

つつ作成・公表するとともに、研究センタ

ー長やプログラム総括者等による進行管

理に加えて、外部の専門家の評価・助言を

受け、研究所全体としてフォローアップを

行う。 

（２）業務運営については、毎年度、理事

長等によるユニット評価や業務実績報告

書の作成を通じた自己点検を行い、その結

果を翌年度の業務に反映するなど、業務運

営の改善を促進する。 

（３）理事会に加え、ユニット長会議や研

究評価委員会を定期的に開催し、適切な進

行管理を行う。 

（４）社会的信頼に応える良質な業務運営

管理の体制を確保するため、コンプライア

ンス基本方針に基づく取組を進めるとと

もに、監査結果を一層適切に活用する。特

にコンプライアンス委員会において、その

体制の強化や取組状況のフォローアップ

を行うとともに、法令違反が生じないよ

う、業務に即したチェックリストを作成

し、必要な点検を実施する。 

（１）研究の実施に当たっては、研究計画

を計画年度等の妥当性を精査しつつ作

成・公表するとともに、研究センター長や

プログラム総括者等による進行管理に加

えて、外部の専門家の評価・助言を受け、

研究所全体としてフォローアップを行う。 

（２）業務運営については、理事長等によ

るユニット評価や業務実績報告書の作成

を通じた自己点検を行い、その結果を翌年

度の業務に反映するなど、業務運営の改善

を促進する。 

（３）理事会に加え、幹部会や研究評価委

員会を定期的に開催し、適切な進行管理を

行う。 

（４）社会的信頼に応える良質な業務運営

管理の体制を確保するため、コンプライア

ンス基本方針に基づく取組を進める。特に

コンプライアンス委員会においては、法令

違反が生じないよう、業務に関連した関係

法令リストを作成し、所内に周知する等、

取り組みを進める。また、職員のコンプラ

イアンス意識の一層の向上を図るための

講習等を実施する。 

・外部の専門家による研究評価・助言を受

けた対応状況 

・業務運営の理事長による評価の実施状況

及び業務への反映状況 

・業務の進行管理状況 

・コンプライアンス委員会の取組状況 

・職員のコンプライアンス意識の向上を図

るための講習等の実施状況 

る。研究の実施に関しては、毎年外部評価委

員会による意見等を受けて検討し、それに対

する研究所の対応や考え方を公表している。

さらに、理事長のリーダーシップの下で運営

上のリスクの把握や対応に関しても検討を

行い、所員を対象にしたコンプライアンス研

修も行ってリスク軽減に努めている。なお、

コンプライアンスについては、全職員に研修

を受講させる等、管理の体制の充実・強化を

図られたい。 

8.安全衛生管理の充実 Ａ：適切 安全衛生管理の充実を目指して体制の強

化を図り、職員が安心して業務に取り組める

環境の整備に積極的に取り組んでいる。健康

管理においては、法に定められた健康診断等

を適切に実施するとともに、メンタルヘルス

対策として所員が個別に随意にカウンセリ

ングを受けることができる体制を提供して

いる。雇用形態が定員以外の研究者が多くな

ってきているため、メンタルヘルスについて

は引き続き、十分な配慮が必要である。 

事故及び災害等の発生を未然に防止し、

安心して研究等に取り組める環境を確保

するため、職場における危険防止・健康障

害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練

の推進、メンタルヘルス対策等職員の健康

管理への配慮等、安全衛生管理の一層の充

実を図る。 

事故及び災害等の発生を未然に防止し、

安心して研究等に取り組める環境を確保

するため、職場における危険防止・健康障

害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練

の推進、メンタルヘルス対策等職員の健康

管理への配慮等、安全衛生管理の一層の充

実を図る。 

事故及び災害等の発生を未然に防止し、

安心して研究等に取り組める環境を確保

するため、職場における危険防止・健康障

害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練

の推進を図る。また、メンタルヘルス対策

として、専門医療機関における相談や臨床

心理士による特別労働相談、保健師・看護

師による健康・保健指導を行うなど職員の

健康管理への配慮等、安全衛生管理を進め

る。 

・職場における安全衛生管理の状況  

第 4 財務内容の改善に関する事項 第 3 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  財務の効率化において記載 

 第３の３「財務の効率化」で定めた事項

に配慮した中期目標の予算を作成し、当該

予算による運営を行う。 

また、健全な財務運営と業務の充実の両

立を可能とするよう、交付金の効率的・効

 第２の３「財務の効率化」で定めた事項

に配慮した中期目標の予算を作成し、当該

予算による運営を行う。 

また、健全な財務運営と業務の充実の両

立を可能とするよう、交付金の効率的・効

第２の３「財務の効率化」で定めた事項

に配慮した予算を作成し、当該予算による

運営を行う。 

また、健全な財務運営と業務の充実の両

立を可能とするよう、交付金の効率的・効

・交付金の効率的・効果的な執行状況 

・競争的な外部研究資金、受託収入、寄付

金等の確保状況（競争的な外部資金の平成

25 年度の額は、環境研究に関する競争的外

部資金の動向を踏まえつつ、第２期中期目
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

果的な使用に努めるとともに、競争的な外

部研究資金、受託収入、寄附金等について

も、引き続き、確保に努める。特に、競争

的な外部資金の第３期中期目標期間中の

年平均額については、環境研究に関する競

争的外部資金の動向を踏まえつつ、第２期

中期目標期間中の年平均額と同等程度を

確保することを目指す。その際、国環研の

ミッションに照らして、申請内容や当該資

金の妥当性について審査・確認する。 

果的な使用に努めるとともに、競争的な外

部研究資金、受託収入、寄附金等について

も、引き続き、確保に努める。特に、競争

的な外部資金の第３期中期目標期間中の

年平均額については、環境研究に関する競

争的外部資金の動向を踏まえつつ、第２期

中期目標期間中の年平均額と同等程度を

確保することを目指す。その際、国環研の

ミッションに照らして、申請内容や当該資

金の妥当性について審査・確認する。 

果的な使用に努めるとともに、競争的な外

部研究資金、受託収入、寄附金等について

も、引き続き、確保に努める。特に、競争

的な外部資金の平成 25 年度の額は、環境

研究に関する競争的外部資金の動向を踏

まえつつ、第２期中期目標期間中の年平均

額と同等程度を確保することを目指す。そ

の際、国環研のミッションに照らして、申

請内容や当該資金の妥当性について審

査・確認する。 

標期間中の年平均額と同等程度を確保） 

第 5 その他業務運営に関する事項 第 9 その他業務運営に関する事項 第 5  その他の業務運営に関する事項  (総合評価項目) 

1.施設及び設備の整備に関する計画 1.施設・設備の整備及び維持管理 Ａ：適切 中期計画における施設・設備の整備等に関

する計画を、関連予算を活用することで着実

に進展させている。なお、つくば本部施設の

老朽化に伴う保守・点検・修理は、今後ます

ます重要になると思われるので、そのための

計画的な取り組みが重要である。 

 良好な研究環境を維持するため、施設及

び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に

必要な施設及び設備の計画的な整備に努

める。 

 良好な研究環境を維持するため、施設及

び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に

必要な施設及び設備の計画的な整備に努

める。 

良好な研究環境を維持するため、施設及

び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に

必要な施設及び設備の計画的な整備に努

める。また、平成 24 年 6 月に施行された

改正水質汚濁防止法に対応するため、必要

な改修を進める。 

・施設及び設備の老朽化対策を含めた、計

画的な整備状況 

 

2.人事に関する計画 Ａ：適切 任期付研究員６人を、テニュアトラックに

よりパーマネント研究員として採用するな

ど、研究所の活力を維持するための努力はな

されている。しかし、任期制のアシスタント

スタッフ及び高度技能専門員が多く、また年

齢層が高くなっており、このことは国立環境

研究所だけの問題ではないが、解決しなけれ

ばならない今後の重要課題である。なお、外

国人研究者や女性研究者を増やすための職

場改善等の努力は評価するが、より積極的に

は在籍数に対する数値目標等の設定も必要

ではないか。 

 人件費の削減に伴い、ポストドクターな

どの契約研究職員が研究所の研究能力に

占める比率が高まってきた。このため、将

来に向けての研究所の活力を維持するた

め、研究職員の能力開発を適正に行う体制

を確保するとともに、若手研究者、女性研

究者、外国人研究者等の研究参画意欲の一

層の促進を図る。 

(1)方針 

人件費の削減に伴い、ポストドクターな

どの研究系契約職員が研究所の研究能力

に占める比率が高まってきた。このため、

将来に向けての研究所の活力を維持する

ため、研究系職員の能力開発を適正に行う

体制を確保するとともに、若手研究者、女

性研究者、外国人研究者等の研究参画意欲

の一層の促進を図る。 

(2)人員に係る指標 

（参考１） 

１）期初の常勤職員数     ２８２人 

２）期末の常勤職員数の見込み ３０７人 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額 

中期目標期間中の人件費総額見込み  

１１，２８９百万円 

但し、上記の額は、総人件費改革におい

て削減対象とされた人件費の範囲（役員報

酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤

務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員

給与に相当する範囲から総人件費改革の

取組の削減対象外となる任期   付研究者

人件費の削減に伴い、ポストドクターな

どの研究系契約職員が研究所の研究能力

に占める比率が高まってきた。このため、

将来に向けての研究所の活力を維持する

ため、研究系職員の能力開発を適正に行う

体制を確保するとともに、若手研究者、女

性研究者、外国人研究者等の研究参画意欲

の一層の促進を図る。 

・研究職員の能力開発を適正に行う体制の

確保状況 

・若手研究者、女性研究者、外国人研究者

等の研究意欲の促進対策の状況 
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中期目標 中期計画 年度計画 評価項目及び評価の方法、視点等 評価（Ｓ～Ｄ） 評価理由、根拠等 

等の人件費を除いた額）の費用である。 

なお、上記の削減対象とされた人件費に

総人件費改革の取組の削減対象外となる

任期付研究者等に係る人件費を含めた総

額は、１１，９０４百万円である。（国か

らの委託費、補助金、競争的研究資金及び

民間資金の獲得状況等により増減があり

得る。） 

 


